
  入札参加資格審査申請書の変更について（工事・コンサル） 

 

●○＝必要書類 ▲△＝変更ある場合必要（●▲＝原本 ○△＝写しでも可） 
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代表者（受任先なし） ●  ○    △※２ ▲ 

代表者（受任先あり） ● ● ○    △※２ ▲ 

受任者 ● ●      ▲ 

商号又は名称 ● ▲ ○ ○    ▲ 

本社所在地 ●  ○  △※１   ▲ 

受任先所在地 ●    △※１   ▲ 

電話番号、ＦＡＸ番号 ●       ▲ 

使用印鑑 ●       ▲ 

実印 ●   ○    ▲ 

金融機関        ● 

許可事項又は登録事項 ●     ○     

【工事(市内業者のみ)】 

技術職員（舗装工事オペレ

ーター含む） 

● 資格の証及び雇用の証（健康保険被保険者証の写しなど）※３ 

【工事】 

営業所の専任技術者 
● 

許可行政庁の受付印のある変更届の表紙と専任技術者証明書（建設業許

可申請 様式第八号部分（非閲覧用）の変更前及び変更後）の写し 

注）市内業者であって、変更後の専任技術者が技術職員として登録されていない場合

はあわせて技術職員の追加登録が必要です 

【補償コンサルタント(市内業

者のみ)】 

補償業務管理者・補償業務管理士 

● 資格の証及び雇用の証（健康保険被保険者証の写しなど）※３ 

 

 

※１ 市内業者又は受任先が市内にある場合のみ必要（営業所付近の地図を添付すること） 

※２ 代表者が市内に住所を有する等、倉敷市市税を賦課されている場合のみ必要 

※３ ⑴退職の場合は変更届のみ提出のこと（添付書類は不要） 

⑵後期高齢者を雇用する場合は、後期高齢者医療被保険者証及び賃金（給与）台帳の写し 

 

○上表の書類一式を、郵送又は持参してください。（変更届は実印の押印を要するためＦＡＸは不可） 

○変更届の様式は、必要事項が記載されていれば国土交通省の統一様式、私製のもの等でもかまいません。 

○口座情報が変更になる場合は、債権者登録申出書（出納室ホームページからダウンロードできます）を提

出してください。なお、発注者が市長部局と異なる場合（水道局、下水道部等）は、発注者ごとに専用の

債権者登録申出書が必要な場合があります。 

○その他例示のないものや、会社合併、法人成り、相続による個人事業者の代表者変更等の場合については

下記までお問い合わせください。 

連絡（郵送）先  〒７１０－８５６５  倉敷市西中新田６４０番地  

倉敷市役所総務部契約課  ☎（０８６）４２６－３１７１ 


